「重要事項説明書１」（令和8年度版）
１．事業所概要
	事　業　所　名
	デイサービスセンターおらんくの縁側

	所　　在　　地
	 高知市東秦泉寺７５番地１　電話　０８８－８２２－２２７０

	サービスの種類
	第１号通所事業

	事業者番号
	３９７０１０４７２９　号

	管 理 者 氏 名
	太 田  直 浩

	サービス提供地域
	高　　知　　市

	定　　　員
	３０ 名　／　日


２．事業の目的・運営方針・サービス内容
	事業の目的
	医療法人大和会デイサービスセンターおらんくの縁側が行う第１号通所事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要支援状態等にある高齢者及び事業対象者に対し、適正な第１号通所事業を提供することを目的とする。

	運営の方針
	第１号通所事業の生活相談員、看護職員及び介護職員は、要支援者等が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、日常生活上の世話を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び身体機能の維持並びに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図る。
１．利用者の要支援状態の軽減もしくは悪化の防止に資するよう、その　目的を設定し計画的に行う。
２．実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス　との綿密な連携をはかり、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

	サービス内容
	第１号通所事業は要支援者等に対する心身機能の維持・向上のため、職員が共同で作成した、介護予防サービス・支援計画に基づき、下記(1)を目的とし、(2)のサービスを行う。

	
	(1)目的
 ＡＤＬの低下防止
 ＱＯＬの維持・向上
 寝たきり防止
 社会性の維持・向上
 精神状態の改善
 その他、利用者の状態の改善
	(2)サービス
 ゲーム･手工芸用具を使った趣味的訓練
 機能訓練

 入浴・排泄・食事等日常生活上の援助




３．営業日時
	月、火、水、木、金曜日　及び　祝祭日
	土・日曜日

	営　業　時　間　  ８：３０ ～ １７：３０

サービス提供時間　９：３０ ～ １６：００
	休　　業


　　※元旦は休業します。
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４．ご利用事業所の職員体制等
	職   　 種
	人　　員
	主 な 業 務 内 容

	
	常勤
	非常勤
	

	管　　理　　者
	１（兼務）
	
	　事業所内管理

	生 活 相 談 員
	２（兼務）
	
	　利用相談・苦情受付

	看　護　職　員
	１（兼務）
	
	　健康管理・保健衛生管理

	介　護　職　員
	４以上
	
	　介護全般・送迎

	機 能 訓 練 員
	２以上
	
	　機能訓練一般


５．相談窓口・苦情申立窓口
	相　談　窓　口
	担　当　者
	　管理者

	
	相談時間
	平日  午前8時30分～午後5時30分

	
	電　  話
Ｆ Ａ Ｘ
	０８８－８２２－２２７０
０８８－８２２－２２７６

	高知市介護保険課
事　　業　　係
	相談時間
	平日  午前8時30分～午後5時15分

	
	電　  話
Ｆ Ａ Ｘ
	０８８－８２３－９９７２
０８８－８２４－８３９０

	高知県国民健康保険
団 　体　 連　 合
	相談時間
	平日  午前8時30分～午後5時15分

	
	電　  話
Ｆ Ａ Ｘ
	０８８－８２０－８４１０
０８８－８２０－８４１３


(1)苦情を処理するために講ずる措置の概要

①利用者からの相談又は苦情などに対応する常設の窓口（連絡先）、担当者が不在の時は、基本的な苦情に対する常設の窓口として、相談担当者を置いています。また、担当者が不在の時は基本的な事項については誰でも対応できるようにすると共に、担当者に必ず引継を行っています。

②円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順

苦情があった場合は迅速に担当者が相手方に連絡を取り、面談等によって詳しい事情を　聞くと共に、担当者からも事情を聴取します。

③担当者が必要あると判断した場合は、検討会議を行います。（検討会議を行わない場合も必ず管理者に処理結果を報告する。）

④検討の結果を受け、必ず翌日までには利用者に謝罪に行く等、具体的な対応を行います。

⑤記録を台帳に保管し、再発防止に努めます。

⑥その他の参考事項

・日常から苦情が出ないようなサービス提供を心がけています。（毎朝、朝礼点呼等の際周知、職員に対する研修の実施等）

・利用者、家族に対してサービス利用に関するアンケート調査を年に一回程度実施し、　今後の事業の改善に活かしていきます。
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６．人員及び設備等の共用

　　本重要事項に記載する人員及び設備等は、当事業所の運営する指定通所介護と第１号通所事業が共用いたします。

７．キャンセル
　(1)利用者がサービスの利用をキャンセルする場合は、当事業所までご連絡下さい。
　(2)ご利用者の都合にてサービスの利用をキャンセルする場合、できるだけサービス利用日の　前日までにご連絡下さい。ご連絡のないまま伺った場合は料金（自己負担金の10割）を　いただく場合があります。
８．緊急時の対応方法
　　緊急時には、すみやかに必要な処置を行い、主治医、家族等に連絡いたします。
９．事故発生時の対応方法

　　事故発生時には、すみやかに必要な処置を行い、家族、利用者に係る地域包括支援センター及び居宅介護支援事業者等に連絡します。また、高知市への報告を行います。
10．協力医療機関
	名　　　称
	所　在　地　・　連　絡　先

	福田心臓・消化器内科
	高知市東秦泉寺６７番地１　TEL０８８－８２２－１１２２


11．利用にあたっての留意事項

· 飲酒はできません。また、飲酒後に酒気帯びにてサービスを利用することもできません。
· 喫煙は、建物内全面禁煙のためお断りさせていただきます。
· 設備・備品の利用については、正しい使用方法にてご利用ください。

· 当事業所内にて、利用者の「営利行為」「宗教活動」「特定の政治活動」は禁止します。

· 金銭・貴重品は、原則各自で管理してください。また、事業者及び利用者同士での金銭等の貸し借りは禁止いたします。
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